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カーリーグ協賛：（財）神戸市サッカー協会シニア委員会

（１／６）

主管：神戸市シニアサッカーリーグ協賛：（財）神戸市サッカー協会シニア委員会
［シニア（４０）リーグ］
２リーグ制とし、Ａリーグ（上位リーグ）１０チーム、Ｂリーグ（下位リーグ）１０チームで構成し、１回戦総当りのリーグ戦を行い、
リーグ戦の結果、Ａリーグ下位２チームとＢリーグ上位２チームが、次年度リーグに自動入替えとする。

［シニア（５０）リーグ］
１０チームで構成し、１リーグ制の１回戦総当りのリーグ戦を行う。

［シニア（６０）リーグ］
４チームで編成し、１リーグ制の総当り（２回戦又は４回戦）（リーグ戦を行う。

［シニア（ｊｌ．０）リーグ／シニア（５０）リーグ］
試合時間は５０分（２５分ハーフ）試合とする。但し、グランドの使用時間制限等により５０分試合が困難な場合
は、４０分（２０分ハーフ）試合に変更する等、試合時間の短縮等変更する場合がある。同点の場合は、延長戦
は行わず、両チーム３名ずつのＰＫ戦を行い、５名終了時に決着が付かない場合は、抽選（コイントス等）で
ＰＫ戦の勝敗を決める。また、試合進行の遅れ等で以降のグランド使用時間が確保できそうになく３人ＰＫ
戦が困難となる場合は、グランド貴任者・主審及び両チームと協議し了解のもと、１人ＰＫ戦（最大３名で、あ
とは同様）又はＰＫ戦は行わず抽選（コイントス等）に変更する場合がある。

［シニア（６０）リーグ］
基本時間は４０分（２０分ハーフ）試合とする。但し、ク’ランドの使用時間制限等により４０分試合が困難な場合
は、３０分（１５分ハーフ）試合に変更する場合がある。同点の場合は、延長戦を行わず、両チーム引分けとする。

Ｈ２５年度日本サッカー協会競技規則によるが、次の行為については、神戸市シニアリーグ特別Ｊトルを適用する。
（１）スライディングタックル／チャーｙの適用

・ＳＩ二ｌ’（４０）リーグは、制限なく特別ルールは適用しない。
・シコ５０）リーグはＵ限な＜特別ルールは適用しない
・シコ（６０）リーグは、ボディヘ（：１）チャージ及びスライディン１１゙ タックルは禁止とする。
（反則した場合は相手チームによる間接：；フリーキックとする）

（２）選手交代
アウ１ヽオブプレー時に主審の許可を得て交替することができ、同一選手の再出場回数は限定しない。

［シニア（・１１・○》リーグ）
（１）男子＝１９７３年４月１日以前に出生した者（Ｈ２ｆｉ５．４．１時点で５１１４０才以上）で神戸市シニア（４０）リーグ登録

チームに所属している者。
女子＝１９８３年４月１日以前に出生した者（Ｈ２５４．１時点で満３０才以上）で神戸市シニア（４０）リーグに登

録チームに所属している者。
（２）選手の居住地、勤務地には制限なく、いずれの地に居住又は勤務していてもよい。
（３）男子＝平成２５年度（財）日本サッカー協会に１種又はシニア種のいずれかに選手登録している者（途中登録も

認める）。なお、日本サッカー協会への選手登録は、県内外のいずれの都市サッカー協会でもよい。
女子＝ＳＩゴリーグに正式登録女子チームがないため、財）日本サッカー協会への選手登録には拘らないものとする。

（４）当年度当該チームに登録された選手で、。他の神戸市シゴ（４０）リーグ登録チームと重複していない者。
但し、社会人リーグ（１種）、女子リーグ及び神戸市シニア（５０）リーグ、（６０）リーグとの重複は可とする。違反のあ
ったチームは当骸試合を棄権扱いとする。また、当該年度内で複数回登録違反があったチームは、臨時の代表
者会議にてチーム処分を協議し決定する。場合によっては、次年度リーグへのチーム参加取り消しもありうる。

（１５）チームは所定の参加登録用糸ｌｉに必要事項を記入し、一部をシコリーグ事務局に提出する。
［シニア（５０）リーグ］
（１）男子＝

女 子 ＝

で神戸市シコ（５０）リーグ登録

で神戸市シニア（５０）リーグに登
チームに所属している者。

録チームに所属している者。
（２）選手の居住地、勤務地には制限なく、いずれの地に居住又は勤務していてもよい。（範囲制限なし）
（３）男子＝平成２５年度（財）日本サッカー協会に１種又はシニア種のいずれかに選手登録している者（途中登録も

認める）。なお、選手登録は、県内外のいずれの都市サッカー協会でもよい。
女子＝Ｓ・コリーグに正式登録女子チームがないため、財）日本サッカー協会への選手登録には拘らないものとする。

（４）当年度当該チームに登録された選手で、他の神戸市シコ（５０）リーグ登録チームと重複していない者。
但し、社会人リーグ（１種）、女子リーグ及び神戸市シニア（４（：））リーグ、（６０）リーグとの重複は可とする。違反のあ
ったチームは当該試合を棄権扱いとする。また、当該年度内で複数回登録違反があったチームは、臨時の代表
者会議にてチーム処分を協議し決定する。場合によっては、次年度リーグへのチーム参加取り消しもありうる。

（５）チームは所定の参加登録用紙に必要事項を記入し、一部をシコリーグ事務局に提出する。



（２／６）

６。チーム資格

７ ． 追 加 登 録
及 び 移 籍

８．ユニホーム

９。試合成立要件
及Ｚ：．ｙ補充制度

［シニア（６０）リーグ］
（１）男子＝１９５４年４月１日以前に出生した者（Ｈ２５．４．１時点で満５９才以上）で神戸市シゴ（６（：））リーグ登録

チームに所属している者。
女子＝１９７３年４月１日以前に出生した者（Ｈ２５．４．１時点で５１１Ｓ４０才以上）で神戸市シコ（６（：））リーグに登

録チームに所属している者。
（２）選手の居住地、勤務地には制限なく、いずれの地に居住又は勤務していてもよい。
（３）男子＝平成２５年度（財）日本サッカー協会に１種又はシニア種のいずれかに選手登録している者（途中登録も

認める）。なお、選手登録は、県内外のいずれの都市サッカー協会でもよい。
女子＝ＳＩゴリーグに正式登録女子チームがないため、財）日本サッカー協会への選手登録には拘らないものとする。

（４）当年度当該チームに登録された選手で、他の神戸市シニア（６０）リーグ登録チームと重複していない者。
但し、社会人リーグ（１種）、女子リーグ及び神戸市シニア（４（：））リーグ、（ｌｉＫ））リーグとの重複は可とする。違反のあ
ったチームは当該試合を棄権扱いとする。また、当該年度内で複数回登録違反があったチームは、臨時の代表
者会議にてチーム処分を協議し決定する。場合によっては、次年度リーグへ（Ｚ）チーム参加取り消しもありうる。

（５）チ哺は所定の参加登録用紙に必要事項を記入し、一部をシニアリーグ事務局に提出する。

原則、兵庫県内にチームの母体又はチーム代表者が所在し、神戸市シニアリーグ代表者会議が認めたチームに限る。

所定の申請書をシニア事務局にＥメール又はＦＡ〉く、郵送等で提出すること。追加登録の場合の登録費は、所定□
座に振り込むこと。シニア事務局は随時受付けるものとし、受理承認後当該チーム代表者へ連絡し追加又は移
籍登録完了とする。
チームは、原則、統一：１二ｊｌｉ哺（ショーツ、；呼ッキング含む）を着用することとするが、統一ユニホームがな１、` Ｓチ哺は、チームで統-
された同̶色を基調とするユニ毒三三（背番号付）を着用すること。また、背番号がない選手が一部含まれている場
合は、全員警妻彗ビプス（背番号付）を着用することとするが、対戦相手が背番号のないことを了解した場合
は、一部選手の背番号の有無に拘らないものとする。また、同一チ哺で同じ背番号の選手が複数いる場合、
特に問題としないが、できるだけ重複しないように努めること。ＧＫは必ずフィ４ド選手と別色であること。
：１：ヲク２１フ時の人数とする。各年代リーグとも了名に満たないチームは棄権扱いとする。その場合、対戦チーム同士の調
整／希望により、練習試合に切り替えて試合を行うことができる。
了名の試合成立要件を満たしているが、１１名に満たない場合は、神戸市ＳＩコリーグに登録する他の参加チーム
から不足分を補充することができ、補充する人数は４名までとする。但し、試合途中で体調不良や体力の問
題で、

但 し 、 こ の 場 合 は 、 対
戦チームの許可を得なければならない。

１０．退場の処置退場処分を受けた選手は、当該試合の退場と次節試合の出場を不可とする。悪質な退場の内容の場合は、シニ
アリーグ代表者会議で、退場者の以降の処分を協議し決定する。

１１．棄権の扱い棄権による不戦試合の得点は、５-○とする。なお、両チームが棄権の場合は、両チームを○-５の負けとする。
なお、当該年度内のリーグ戦において、同一チームが３回以上棄権となった場合は、Ｓ・ゴリーク’代表者会議にて、当
該チームの処分を協議し決定する。場合によっては、次年度リーグ入：Ｚ）チーム参加取り消しもありうる。

ＩＺ勝点勝ち又は棄権勝ち＝３点引分けＰＫ勝ち（抽選勝ち）＝２点引分けＰＫ負け（抽選負け）＝１点（６０リーグ
の引分けは両チ哺１点）負け＝○点棄権負け＝○点

１３．リーグ戦順位１）勝点２）得失点差３）総得点４）勝ち数５）直接対戦結果６）総失点の順で順位を決定するが、
この６項目で決定できない場合は、コイントス等による抽選で順位を決定する。

１４．リーグ入替リーグ間の入替の実施は（４０）リーグ限定とし、リーグ戦の結果、Ａリーグ下位２チームとＢリーグ上位２チームが、次年度
リーグで自動入替えとなる。

１５．審判シニアリーグ事務局より指名されたチームが主審、副審を行う。
各チームは、サッカー協会登録審判員（４級以上）を２名以上を保有しなければならない。
主審及び副審は、原則、サッカー協会登録審判員（４級以上）がその任に当たらなければならない。但し、やむ
を得ない事情で登録審判員が任に当たることができない場合は、登録審判員に準ずる力量のある者が行う旨、
グランド寅任者に申し出て承認を得ること。
指名された審判員は、原則、試合開始２０分前までに審判服又は審判員として相応しい色の服を着用し、‘グ
ランド責任者と打合せを行うこと。なお、天候の悪い日や寒い日に審判を行う場合は、審判員として相応しい
色であればトレーニガウェア等を着用してもよい。但し、その場合は、試合開始までにグランド責任者の了解を得な
ければならない。

１６．グランド当番グランド当番は、当該日の第１試合と最終試合の両チームが任につき、ク’ランドの設営・片付・整備・清掃等を行う。
及びグランド詳細については、後述「グランド当番の役割」を参照のこと。
責任者グランド貴任者は、シニア事務局に指名されたチームの代表者又は当該チーム内で指名された者がその任に当たる。



１７．器物損傷及び
負傷の取扱い

１８．試合日程等の
調整・連絡

１９．リーグ参加費

２０．シニア種登録

２１．付 則

（３／６）。
試合中、練習中を問わず場内外の器物に損傷を与えたチ４はすべての貴任を負い当該器物の弁済をすること。
場内外での負傷発生の処置は当該チームが行い、神戸市サッカー協会及びシニア事務局は一切の責任は負わない。

原則、シニア事務局より各チームヘ郵送、ＦＡＸ又はＥメール等で連絡する。但し、必要に応じ各チームの代表者を
招集し、リーグに関する事項について、調整・連絡及び協議等を行うものとする。
選手のリーグ参加費については、年度ごとに神戸市シゴリーグ代表者会議（市シニア委員会に相当）にて決定する。
当年度（Ｈ２５年度）のリーグ参加費は、次のとおりとする。
なお、参加費の基本構成は、リーグ運営費十シコ種登録費とするが、日本サッカー協会の１種または他の地域でシコ
種に登録する男子並びに女子（日本サッカー協会登録不要）はリーグ運営費のみとする。それら費用はシニア事務局にて
一括管理する。

①シニア（・４．（：））リーグ、シニア（５０）リーグ、シニア（６０）リーグのいずれかひとつに参加する者
・シニア｜種登録が必｜要な者：リーグ参加費：６３００円／人（：リ｜：-：グ運営費（４、０００円）十シ｜ニア｜種登録（２、８００円）
・１種登録者又は女子：リークＴ参加費：ダ１・、｜○○０１円／人

②シニア（１１５０）リーグの選手が、シニア（４０）リーグの複数（２つのリーグ）のリーグに参加する者
シニア（６０）リーグの選手が、シニア（５０）リーグの複数（２つのリーグ）のリーグに参加する者
・シニア｜種登録が必要な者：リーグ参加費：：乙ｌａＱΩ円／人（；ｌｌリ｜一夕運営費（５、（）○○円）十シ｜ニア種登録（２、８００円）
・１種登録者又は女子：！Ｊ一夕Ｔ参加費：ａΩ！；２！；！＿円／人

③シニ：ヌ：７（｛ｉＳＯ｝リーグの選手が、シニ：：ヌフ（）・１・○）リーグ、シニア（５０）リーグの複数（３つのリーグ）に参加する者
・シニア種登録が必要な者：リーグ参加費：旦ａ；ｌ！Ω旦／人（リーグ運営費（６、（⊃○○円）十シニア種登童１１（２、８（：：）○円）
・１種登録者又は女子：リークＴ参加費：６、０（）○円／人

シニア種登録が必要な者については、神戸市シコリーグの運営予算を運用し、シニア種登録チ哺「神戸Ｓ１７クラブ２００５」
を日本サッｌｌ一協会ヘチーム登録し、シニア種登録の者すべてを所属させる。シニア種登録作業は、ＳＩニアリーグ総合事務局他
にて行う。シニアリーグの試合は、ＳＩゴリーグに登録されたいずれかのチーｌｘにリーグ全試合を通して所属し参加する。
（・１）ＳＣアリーグ参加チ哺ば、必ずスポーツ傷害保険等の保険にチーム全員が加入すること。
詳細は、後述「平成２４年度神戸市シコリーグ登録要領」を参照のこと。

（２）審判、グランド当番、グランド責任者の任務等を履行しなかった場合は、次年度のりーク’加盟を受付けない場合
がある。（神戸市ＳＣアリーグ代表者会議で協議し決定する）

（３）上記以外の不測の事項については、神戸市シコリーグ代表者会議等で協議し決定する。
べｚ１）グランド確保の都合で神戸市外の会場を使用することがある。

ＺＩ￥ｚｇ、２５孝島切戸改シニヌフ£ノーｊクＩＳＩお夕＝-∠Ｌ／

£シニフフμ∂ノジ・・-：ク參おデー∠皿
平成２４年度神戸市ＳＩニｌ’サッカーリーグのさ１リーグ最終順位でＡリーグ下位２チームとＢリーグ上位２チームを入替え、Ａリーグ１０チーム／Ｂリーグ１０
チームで構成し、２リーグ制とする。

Ａリーグ Ｂ リ ー グ

チ ーム 名 ，平成２４年度成績 チーム名 平成２４年度成績
ＮＳＦＣ 第１位（ＡＩ位） 第１１位（Ａ９位）（降格）

第２位Ａ２位） （アパッチＦＣ） 第１２位（ＡＩＯ位未定）（降格）
第３位（Ａ３位） Ｋａｗａｓａｋｉ 第１３位（Ｂ３位）
第４位（Ａ４位） 灘ＦＣ 第１４位（Ｂ４位）

神戸ＦＣシニア４０ 第５位（Ａ５位） 六甲ヒルケル 第１５位（ＩＥ３５位）
第６位（Ａ６位） ジ ョ カ ト - レ 第１６位（Ｂ６位）
第了位（Ａ了位） アーセナル Ｆ Ｃ 第１７位（Ｂ了位）
第８位（Ａ８位） ガラクターズ 第１８位（Ｂ８位）

兵庫フェニックス 第９位（ＢＩ位）（昇格） 御影クラプ 第１９位（Ｂ９位）
神戸市役所 第１０位（Ｂ２位）（昇格） ピートルズＢ 第２０位（ＢＩＯ位）

弘 二 Ｔ ア ほ ∂ ノ ジ ー ク 浚 次 フ デ ー 知 鯵 或 ７ ａ ／ ニ ア 破 ∂ ノ ジ ー ク 進 物 デ ー ； ∠ １ 感 碇 Ｚ
シニア（５０）リーグ シニア（６０）リーグ

１位 ＮＳＦＣ ６位 ナイスミドル 暫定（１位） 神戸ＦＣシニア６０
２位 兵庫フェニックス ７位 灘ＦＣ 暫定（２位） 関西クラシック
３位 ＭＨＩ神戸シニア５０ ８位 Ｋａｗａｓａｋｉシニア 暫定（３位） もののけ２０（ニ）○
４位 神戸ＦＣシニア５０ ９位 アーセナルスポーツ 暫定（４位） 神戸ＦＣシニア６５
５位 ガラクターズ １０位 アパッチ市役所連合 暫定（５位） 神戸連合Ｂ
圖圖 皿 爵 ÷ 日 神戸連合Ａ



（４／６）

／；喊戸浪：Ｓ・！、ニｌアリーク允廃鹿会蘆７
本会議は、神戸市シニア！１ッ１】-リーグの運営において、最高の議決機関として各種連絡・調整及び懸案事項等諸事項に対処するために

設置する。運営要領の詳細は以下の通りとする。
１．構成神戸市Ｓ・二ｉ７！１ッカーリーグ事務局、各（４０／５０／６０）運営スタッフ、、ＳＩ二Ｊ’（４０）、シコ（５０）、シコ（６０）の各チーム代表者１名にて

構成し、必要に応じて都度神戸市サッカー協会関係役員、他の関係者を含めることができる。
２ 。 開 催

３。開催回数
及び時期

４．議事内容

５。議決要件
６．ぞの他

神戸市シニ】’リーグ事務局が招集し開催する。本会議を欠席した構成メンバーは、その権限を出席者に一任するものと
し当該会議での決定事項に従わなければならない。

年１回以上を目途に開催し、原則、当該年度シニアサヲカーリーグ全日程終了後から次年度シニＪ’リーグ開始までの聞に開催
する。但し、都合上、開催時期が遅れる場合もある。また懸案事項等が発生した場合は、都度開催する。

次の議題の中から、必要に応じて設定する。
（１）当年度の報告と反省（２）次年度のリーグに関する事項（リーグ運営、登録関係、予算、リーグ戦組合せ、日程、他）
（２）その他、ＳＣアリーグ運営に璽要な事項

神戸市シニ１’！１ッカーリーグ事務局及び各チーム代表者の出席メン八一数の２／３以上の賛成により決定する。
上記事項以外の懸案事項等諸事項が発生した場合は、都度開催し対処することとする。

ｚグラムンμ溥ａＦｌｓ‘の溌釦’
１．任務グランド責任者は、シニＪ’！｜ッカーリーグ事務局が指名し、次の事項を遂行する。

なお、グランド責任者は、遅くとも最初の試合開始３０分前にはグランドに到着し、その任にあたること。
２．チームヘ当該チームに対し、次の事項を連絡する。

の連絡（１）会場使用における注意事項［侵１用したベンチや場所の片付け、喫煙の制限、］’ミの持帰り等の処理、立入禁止
区域等）

（２）当日の審判割当てを当番チームに確認する。
３．審判員と試合開始１０分前までに、審判員と次の事項を打合わせる。

の打合せ（１）原則、審判員が指名されているチームに所属していること。
（２）ルール（：スライデ・ｆングタックル、チャーｙの取扱い、背番号の有無、レガース善用、メガネ着用の可否、装飾品等の着用禁止）
（３）試合時間：シニア（４０）リーグ＝原則２５分パフシニア（５０）リーグ＝原則２５分ハーフ

ＳＩ二Ｊ’（６（））リーグ＝原則２０分ハーフ
但し、使用グランドの状況や試合の進行状況等により、試合時聞か変更された場合はその時間に従うこと。

４．試合結果審判員に得点を確認し、試合結果を所定の「試合結果報告魯」に記入し、試合終了後３日以内を目途にＦＡＸ
の報告又はＥｊｌ-ル（Ｐ／Ｃ又は携帯）等でシニアリーグ事務局へ試合結果を報告する。

［シニア（４０）リーグ／シニア（５０）リーグ］
グランドの確保状況により次の要領で試合結果をまとめ、報告する。
（ａ）原則、当日の前半試合分のクＴランド責任者が、後半試合分のグランド責任者へ引継ぎ、後半試合分のグランド
責任者が全試合結果を記入した「試合結果報告轡」等にてシニアリーグ事務局へ報告する。

（ｂ）その他の状況が発生した場合は、臨機応変に対応する。
［シニア（６０）リーグ］
上記のシニア（４０）リーグ／ＳＣア（５０）リーグと同様に報告する。

５．グランド当番（１）第１試合の両チームに次の事項を指示する。但し、使用グランドによって準備内容が異なる。
への指示①］゛-ルをセットする②ベンチを設置する③：］-すフラッグを立てるなど

（２）最終試合の両チームに次の事項を指示する。但し、使用１ｒランドによって片付け内容が異なる。
①グランド全面の整備②］゛-ルを元の位置にもどす④使用した物の片付けなど

６．問題発生時シニアリーグ総合事務局、施設管理者、場合により当該チーム等も含め協力し、適切に対処する。
了。その他施１没管理者、シニアリーグ事務局と協力し、事故や健康を害することがないように注意しながら進める。

ノクラン荊Ｅ当-デー∠１の殷即（’；ｉｌ芦鼎及ぴ働！ｙ／ブ入７
１．グランド第１試合の両チームは、グランド当番チームとして、グランド責任者、施設管理者の指示に従い、当該試合開始３０分前

の準備まで１；：ニグラントに到着し、次の事項を行い、試合ができるぶう準備する。
①ラインを引く②］ -゙ルをセットする③：］ -゙ルネットを張る④：：ｌ-すフラッグを立てるなど

２．グランド最終試合の両チームは、グランド当番チームとして、グランド責任者、施設管理者の指示に従い、当該試合終了後すみや
の 整 備 か に 次 の 事 項 を 行 う 。

①グランド整地②：｝゛-ルネットをはずす③］゛-ルを元の位置にもどす④使用物の片付け⑤］゛ミ等の片付けなど



〕
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以上

添付-１「平成２５年度神戸市ＳＩ二？サッカー４０・５０リーグ選手登録申謂書兼登録名簿を、下記締切日までにシコリーク’事務局へ提
出する。記入内容は次のとおり。
。“チーム代表者（第１代表者、第２代表者）氏名、連絡先（住所・ＴＥＬ・携帯ＴＥＬ・ＦＡ〉く・Ｅメールアドレス他）”及び“登録選手の氏
名、年齢、生年月日、参加リーグ、登録種別（１種又ｇ：シニア種）、現在又は過去の選手登録番号”等を記入する。

＊ 提 出 限 ： 原 則 平 成 ２ ５ ３ 月 日 ま で

（２）「Ｉ - グ 参 加 」の
「リーグ参加費」は、チーム単位（シニア４０またはシニア５０リーグ参加チーム単位、またはＳ・ニア（ＥＥＳＯリーグ参加チーム単位）でまとめ、振込み（納
入）期限までに次の郵便振込□座へ振込む（手数料は各チーム負担）
リーグ参加費を振り込む場合は、振込み先汐ニアリーグ総合事務局）が、振込み金の内訳（次の内容）が分かるようにする。

Ｃ①シニア（４０）リーグのみ／Ｓ・二Ｊ・（５０）リーグのみ／シニア（６０）リーグのみのひとつのリーグのみの登録人数
②シゴ（４０）、シコ（５０）、Ｓ・ニア（６０）の内、複数のリーグに登録するリーグ内訳と人数③シニア種登録人数

〔・シニア種登録が必要な者：リーグ参加費：６ｊ３００円／人［内訳：リーグ運営費（４，（：》○○円）十シニア種登録（２，１３（Ｘ）円）］・１種登録者又は女子：リーグ参加費：４，（：）○○円／人［内訳：リーグ運営費（４，（）○○円）のみ］

②シニア（・・１・○）リーグ、シニア（５０）リーグ、シニア（６０）リーグの内、複数（２つ又は３つ）のリーグに参加する者

〔 肖 雪 裟 ｊ ７ に ・ 習 万 雲 Ｓ ｎ ７ １ 雲 温 議 雷 Ｓ ｎ 幄 種 登 録 （ ２ 、 ８ ０ ０ 円 ） ］・１種登録者又は女子：リーグ参加費：箆０００円／人［内訳：リーグ運営費（ｌｉ５、（）ＯＯ円）のみ］

③シニア（６０）リーグの選手が、シニア（４０）リーグ、シニア（５０）リーグの複数（３つ）のリーグに参加する者

Ｃ・シニア種登録が必要な者：リーグ参加費：１３，ε３（）○円／人［内訳：リーグ運営費（６，（⊃○○円）十シニア種登録（２，１３（：）○円）］
・１種登録者又は女子：リーグ参加費：｛ＥＳＸ：｝○○円／人［内訳：リーグ運営費（６，（）○○円）のみ］

＊ ｀ （ 入 ） ： １ ２ ５ ４ 月 日 ま で
＊ 込 銀 行 口 座 ： 三 - ＾ ‾ Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 三 宮 支 店

店 番 ４ ６ ２ 口 座 番 号 ３ ２ ４ ３ ６ ４ ８ 名義吉本一仁（ヨシモトヒトニ）
（ ３ ） 「 害 険 」 へ の 加
シコリーグ参加選手は、各チームの責任のもと、必ず「傷害保１１奥」に加入す乱（：傷害保険の種類は、特に限定し；ほい）

２ ． 参 加 チ ームヘ の 選 手 追 加 登 録 及 び チ ーム 間 移 籍
「シニア４０・５０・６０リーグ選手登録申請魯兼登録名簿」をシニア事務局に提出した後、新たに選手を登録（追加登録）する場合又は
チーム間で選手を移籍する場合は、次の手続きが必要となる。

（１）追加登録／チーム間移籍手続き
追加登録／チーム間移籍手続きに必要な資料のシゴリーグ総合事務局への提出は随時受付けるものとし、ＳＣアリーグ総合事務局が受
理し承認後の次試合から出場可能となる。
①追加登録に必要な資料：添付-２「選手追加登録申請書」②チーム間移籍に必要な資料：添付-３「チーム間移籍申謂魯」

（２）追加登録時のリーグ参加費の納入
①各チームの選手登録申請完了後、新たに選手登録する場合は、追加登録として上記１項（２）に示す「リーグ参加費」が必要です。
但し、すでにシニア１５０リーグのみ選手登録の者が、ＳＩゴ４４：）リーグにも追加登録し、両リーグに参加する場合は、リーグ参加費とし
て「リーグ運営費」の差額の“１、０００円を追加納入する。（ＳＩニア６０リーグの選手Ｚ）１１５０リーグ／ｊ！１・○リーグに追加登録の場合も同様）
「リーグ参加費」は、上記の郵便振込□座へ納入することとし、原則、追加登録が発生した当該月末を期限とする。但し、
やむを得ない事情がある場合は、シコリーグ事務局へ申し出て指示を仰ぐ。

（３）チーム聞移籍の選手登録費の取扱い
チーム閲移籍時は、すでに前所属チームで「リーグ参加費」は納入済みであるため、移籍に伴う「リーグ参加費」は発生せず、ＳＩコリーグ
事務局への所定の資料「チーム間移籍申謂書」の提出のみとする。


